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奈良県新型コロナウイルス感染症対策

感染拡大に対応できる医療提供体制を堅持し、

適切な感染防止を図りながら日常生活を維持する

令和４年１月１２日（水）

第３０回 奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

Nara Prefecture

奈良県
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昨年の年末以降、新型コロナウイルスの感染者が増加

傾向にあります。また、県内でも確認されているオミク

ロン株の感染力の強さも懸念されます。

ウイルスとの戦いは、正しい情報(エビデンス)に基づ

いて、冷静に対処することが何よりも重要です。

県では、感染の拡大に対応できる医療提供体制を堅持

するとともに、３回目のワクチン接種を迅速に進めるこ

とにより、県民の命を守るため全力で取り組みます。

県民の皆さまには、適切に感染防止を図りながら、で

きるだけ日常生活を維持していただくようお願いします。



33

新型コロナ オミクロン株への対処

エビデンス

感染力 強い感染力が懸念される

重症度・死亡者
重症化率は低く、死亡者も
少ない状況

ワクチンの効果 ワクチンは有効と思われる

これまでのところ
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対 処

強い感染力が懸念

○入院や宿泊療養を原則としつつ、
自宅で療養となった場合の健康観察
にも万全を期す。

○現在通常医療に使用している病床の
コロナ対処運用を再開する。

医療提供体制を堅持
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対 処

○マスク・換気・消毒・距離など感染
防止を図りながら、日常生活を維持。

○３回目のワクチン接種を迅速に進める。

適切な感染予防

ワクチン接種

重症化率(低)・死亡者(少)

ワクチンは有効
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１． 直近の感染動向
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奈良県

※奈良県は大阪府の１０倍のスケールで表示
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奈良県 大阪府

1/14～2/28
大阪府

緊急事態宣言

大阪府と奈良県の感染者数の推移（発表週別の1日平均）
令和２年１０月26日～令和４年１月９日

大阪府4/27～9/30
奈良県

緊急対処措置

6/21～8/1
大阪府

まん延防止等
重点措置

4/25～6/20
大阪府

緊急事態宣言

8/2～9/30
大阪府

緊急事態宣言

直近の感染者数の動向

12月下旬以降は大阪と同調して感染者数が急増しています。
大阪へ往来する際には、マスクの正しい着用、換気、消毒、２ｍ以上の距離の確保といった基本的
な感染防止策を徹底しましょう。
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奈良県 滋賀県

滋賀県と奈良県の感染者数の推移（発表週別の1日平均）
令和３年１１月１日～令和４年１月９日

12月下旬以降、奈良県と滋賀県は同じような動きで感染者数が増加しています。
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奈良県・大阪府・滋賀県の曜日別新規感染者数
月 火 水 木 金 土 日 週計

11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/1～11/7

奈良県 0 3 3 3 3 1 3 16
滋賀県 1 1 0 2 1 2 1 8
大阪府 7 36 53 20 32 39 39 226

11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/8～11/14

奈良県 0 4 4 6 0 0 1 15
滋賀県 0 1 0 1 1 1 0 4
大阪府 15 28 26 64 26 30 18 207

11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/15～11/21

奈良県 0 1 2 2 3 0 0 8
滋賀県 2 3 4 2 0 2 0 13
大阪府 8 13 18 28 26 17 18 128

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/22～11/28

奈良県 0 0 0 0 0 2 0 2
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 5 13 9 13 14 19 13 86

11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 11/29～12/5

奈良県 2 1 0 0 1 0 0 4
滋賀県 0 0 0 0 1 2 0 3
大阪府 9 12 12 19 18 16 8 94

12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/6～12/12

奈良県 0 0 2 0 0 0 0 2
滋賀県 0 0 3 0 1 1 0 5
大阪府 6 15 12 13 6 18 6 76

12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/13～12/19

奈良県 0 0 0 1 0 0 0 1
滋賀県 0 0 1 1 4 1 4 11
大阪府 2 14 17 14 15 14 13 89

12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/20～12/26

奈良県 0 0 1 1 2 2 0 6
滋賀県 1 4 4 4 4 3 1 21
大阪府 3 27 24 33 26 22 30 165

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 12/27～1/2

奈良県 0 1 2 3 9 3 8 26
滋賀県 0 5 8 9 13 8 11 54
大阪府 11 51 61 52 78 70 57 380

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/3～1/9

奈良県 15 13 55 66 67 85 67 368
滋賀県 10 40 54 76 69 82 92 423
大阪府 79 124 244 505 671 891 876 3390

1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/10～1/16

奈良県 79 91 170
滋賀県 65 110 175
大阪府 499 613 1112
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直近の感染状況（三類型、１次・2次以降感染の内訳）
（令和3年１２月２７日～令和４年１月９日）

家庭, 87名, 

37%
家庭外（クラ

スター除く）, 

130名, 

55%

クラスター, 

19名, 8%

三類型（判明の内訳）
２３６名

家庭外感染のうち
1次・２次以降感染の内訳

１３０名

判明, 236名, 

60%

調査中, 

158名, 

40%

感染経路の調査状況
期間中新規感染者 ３９４名

１次感染, 

43名, 

33%

２次以降感染, 

87名, 67%

感染経路が判明している者のうち、家庭外感染の内訳をみると、１次感染が約１/３、2次以降感染

が約２/３となっています。
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感染の状況（家庭外感染の行動別内訳）
（令和3年１２月２７日～令和４年１月９日）

友人等との交

流, 14名, 

33%

仕事, 5名, 

12%

親族・親戚と

の交流, 23

名, 53%

確認中, 1名, 

2%

家庭外感染の行動別内訳
（１次感染）
４３名

家庭外感染のうち
1次・２次以降感染の内訳

１３０名

友人等との交流, 

23名, 26%

仕事, 4名, 

5%

親族・親戚と

の交流, 58

名, 67%

学校・部活動, 

2名, 2%

家庭外感染の行動別内訳
（２次以降感染）

８７名

家庭, 87名, 

37%
家庭外（ク

ラスター除

く）, 130

名, 55%

クラスター, 

19名, 8%

１次感染, 

43名, 

33%

２次以降感染, 

87名, 67%

家庭外感染の行動別内訳をみると、親族等との交流による感染が多くを占めています。
これは年末年始の期間の特徴と思われ、今後は友人等との交流や仕事での感染に注意が必要です。

三類型（判明の内訳）
２３６名
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２．ワクチン接種の展開



13

ワクチンの接種状況について

県全体の新型コロナワクチンの１・２・３回目接種状況

1月10日時点 11月30日時点 増加

接種済者数

1回目 1,065,175人 1,051,254人 13,921人

2回目 1,057,683人 1,038,378人 19,305人

3回目 4,857人 0人 4,857人

全年代人口接種率
全年代人口
1,344,739人

1回目 79.21％ 78.18% 1.03%

2回目 78.65% 77.22% 1.43%

3回目 0.36% 0.00% 0.36%

12歳以上人口接種率
12歳以上人口
1,222,554人

1回目 87.13% 85.99% 1.14%

2回目 86.51% 84.94% 1.57%

3回目 0.40% 0.00% 0.40%

※接種済者数は、ワクチン接種記録システム（VRS）の実績を引用しています。
※人口は、令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口を引用しています。

※令和4年1月4日よりVRSの接種済者数の集計方法が変更となったため、増加幅が大きくなっています。
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追加接種の状況について

○令和3年12月7日以降、医療従事者等の追加接種を着実に進めています。

○令和4年1月7日以降、高齢者を含む住民の追加接種を開始しています。

○追加接種については、2回目接種完了の時期に応じて、順次接種機会が確保されますので、
各市町村からの連絡をお待ち下さい。

＜開始時期＞

住民接種の開始予定日 該当市町村数 市町村名

1月上旬（1月7日～15日） 5市町村
天理市・生駒市・葛城市

宇陀市・田原本町

1月下旬（1月16日～31日） 13市町村

大和郡山市・五條市
三郷町・川西町・三宅町・大淀町

山添村・明日香村・黒滝村・野迫川村
上北山村・川上村・東吉野村

2月上旬以降（２月１日～） 21市町村

奈良市・大和高田市・橿原市・桜井市
御所市・香芝市・平群町・斑鳩町・安堵町

高取町・上牧町・王寺町・広陵町
河合町・吉野町・下市町・曽爾村

御杖村・天川村・十津川村・下北山村

※現時点で1月に接種対象となる高齢者は、原則、令和3年5月中に2回接種が完了した方です。
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３． 医療提供体制の確保
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感染者全員の入院・宿泊療養を基本とし、第５波のピーク時の総療

養者を上回る、入院病床及び宿泊療養室を確保しています

※入院患者、宿泊療養施設入所者、入院・入所待機者及び自宅療養者(入院・入所拒否者を除く)の計

（１） 重症者や死亡者を減らすことが感染症対策の最大の目標です

1,522 名

1,575 床・室（A+B)

入院病床 492 床（A）

うち重症対応病床 34 床

宿泊療養室 1,083 室（B)

1,575 床・室（A+B)

第５波のピーク時（令和3年９月１日）

における総療養者数　※

入院病床及び宿泊療養室の計

計（令和4年1月11日現在）
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（２）重症対応病床は最後の砦です

これまで、奈良県では、全ての重症患者を重症対応病床で治療

することができています

区分
確保病床

病院名 確保病床
病床数 割合

県立系 24 70.6%

奈良県立医科大学附属病院 14

奈良県総合医療センター 6

南奈良総合医療センター 2

奈良県西和医療センター 2

公立・公的
（県立系除く）

4 11.8%
市立奈良病院 2

大和高田市立病院 2

民間 6 17.6% 近畿大学奈良病院 6

計 34 100.0% 7病院 34

令和４年1月１１日時点
（床）［重症対応病床の確保状況］
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重症対応病床の占有状況

重症対応病床 ３２床（運用）
使用病床 ０床 令和４年1月１１日時点

空き３２床

占有率０％

R3（2021）年 R４（202２）年
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（３） 重症化予防を引き続き徹底します

① 宿泊療養施設における重症化予防の徹底

ａ 医師・看護師が、電話による診察、健康観察をします

ｂ 健康状態の確認を徹底します

宿泊療養施設に常駐する看護師が、１日に２回（朝・夜）、

電話で健康状態を確認し、医師と情報を共有します

ｃ 医療機関への救急受入依頼など、体調急変（悪化）時の対応
を適切に行います

ｄ 体調悪化時には酸素の投与をします

e  経口薬（飲み薬）による治療が可能な体制を構築しています
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②入院・入所待機者等に対する重症化予防の徹底

ｃ 看護師による電話相談窓口を利用していただけます

ｂ 保健所の保健師による電話での健康観察やＩＣＴを利用した
健康状態の確認をします

ａ パルスオキシメーター（※）を貸し出します

d 市町村による生活支援をご利用いただけます

ｆ 体調急変（悪化）時の自宅からの救急搬送体制を整えています

ｅ 健康状態の確認方法や過ごし方をまとめたリーフレットを配付します

ｇ 医師会の協力による往診、電話等での診療がはじまってい
ます

※指先に装着し、血中の酸素飽和濃度を測定する機器

ｈ 経口薬（飲み薬）による治療が可能な体制を構築しています
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（４） 引き続き入院病床・宿泊療養施設を確保します

区分
確保病床

病院名 確保病床

病床数 割合

県立系 235 47.8%

奈良県立医科大学附属病院 80

奈良県総合医療センター 74

南奈良総合医療センター 44

奈良県西和医療センター 37

公立・公的
（県立系除く）

１７1 34.7%

市立奈良病院 34

(独)国立病院機構 奈良医療センター 34

生駒市立病院 20

（社福）恩賜財団 済生会中和病院 15

(独)地域医療機能推進機構 大和郡山病院 15

大和高田市立病院 12

(独)国立病院機構 やまと精神医療センター 12

国保中央病院 12

（社福）恩賜財団 済生会奈良病院 7

宇陀市立病院 6

（社福）恩賜財団 済生会御所病院 ４

区分
確保病床

病院名 確保病床

病床数 割合

民間 86 17.5%

（公財）天理よろづ相談所病院 15

（医）藤井会 香芝生喜病院 12

（医）高清会 高井病院 8

土庫病院 8

平成記念病院 7

（一財）信貴山病院 ハートラン
ドしぎさん

7

近畿大学奈良病院 6

万葉クリニック 5

（医）社団憲仁会 中井記念病院 5

（医）高清会 香芝旭ヶ丘病院 ４

平尾病院 3

（医）和幸会 阪奈中央病院 2

田北病院 2

吉田病院 2

計 492 100.0% 29病院 ４92

令和４年１月11日時点

（床）［入院病床の確保状況］
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使用病床 1１６床 令和４年1月１１日時点

空き2６３床

占有率３１％

入院病床の占有状況

R3（2021）年 R４（202２）年
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令和４年1月１１日時点
（室）［宿泊療養施設の確保・運用状況］

施設名 所在地 確保・運用室数

東横INN奈良新大宮駅前 奈良市 114

（旧）ホテルフジタ奈良 奈良市 87

グランヴィリオホテル奈良-和蔵- 天理市 170

スマイルホテル奈良 奈良市 148

奈良ワシントンホテルプラザ 奈良市 145

スーパーホテル奈良・大和郡山 大和郡山市 81

ホテルルートイン桜井駅前 桜井市 156

御宿野乃奈良 奈良市 182

1,083計
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令和４年1月１１日時点

占有率１7％

運用室数 1,０83室
入所室数 1８８室

空き895室

2５４室 ７１１室 948室
７９２室554室

406室
運用室数

宿泊療養施設の占有状況

1,136室 1,083室

R3（2021）年 R４（202２）年



25

（５） 新型コロナ対策医療を強化します

新型コロナ対策医療と通常医療の両立を図るため、

新型コロナ対応病床として確保した４９２床の一部

（１１３床［うち２床は重症対応病床］ ）を、一時的に通常医療

に使用してきました。

この１１３床［うち２床は重症対応病床］について、現在の感

染状況を踏まえ、１月１６日（予定）に、新型コロナ対応

病床として運用を再開します。
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（６） 保健所機能の強化を図っています

・保健師が担当する業務を絞り込み 、国のシステムへの報告データの

入力 ・ 感染者の入所調整等へ、他職種による応援を投入

・外部委託の導入（感染者搬送 ・ パルスオキシメーターの配送等）

・感染者情報データベースシステムを開発し、運用を開始

・看護師等の新規採用を継続して募集

保健師業務の再編、効率化、外部委託等により、保健所体制を
強化しています

・保健所初動対処チーム（保健所FAST-Force）の創設及び運用開始

１月６日～中和保健所に２班体制（６名）を派遣

１月８日～郡山保健所に２班体制（６名）を派遣

・感染者情報データベースシステムの機能拡充

国のＨＥＲ－ＳＹＳデータの書き出し・読み込み機能

手書きの疫学調査票のＯＣＲ読み取り機能 など

・正職員保健師２名を増員（中和保健所）

令和３年１２月以降さらに保健所体制を強化しています
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４．県民のみなさまへのお願い
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県民のみなさまへのお願い

基本的な感染防止策の継続

①マスクを正しく着用し、

②換気、③消毒、

④２ｍ以上の距離を確保しましょう

無症状の方で、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる県民の方は、

新型コロナウイルスの検査を無料で受けていただけます（県内２４か所で実施）※

※令和４年１月１２日現在のか所数。順次追加予定。令和３年１２月２９日から当面の間実施。
検査結果が陽性であった場合、必ず医療機関を受診してください。本無料検査は、診断に用いることはできません。陰性の場合でも、基本的な感染防止策を継続してください。

これらの対策で、３つの感染経路（エアロゾル、飛沫、接触）を遮断しましょう
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～日常生活を維持するために～

外出・移動にあたっては、

・感染が拡大している地域への不要不急の往来は、極力控え
ましょう

・感染拡大の恐れがある場合、混雑した場所への外出を極力
控えましょう

飲食・会食にあたっては、

・きちんと感染対策をしている店舗を利用しましょう

・飲食時もマスクを外した会話は控えましょう

・多人数・長時間は避け、大声での会話は
控えましょう

県民のみなさまへのお願い
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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

― 差別や偏見をなくしましょう ―

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染された方をはじめ、医
療従事者やそのご家族、その方々が属する施設・機関などに対する差別
的な言動や、SNSでの誹謗中傷、また、ワクチン接種に関する差別など、
人権を侵害する事象が見受けられます。

いかなる場合でも、差別、偏見、いじめなどは決して許されるもので
はありません。

県民のみなさまには、新型コロナウイルス感染症に関連する憶測、デ
マ、不確かな情報に惑わされず、人権侵害につながることのないよう、
行政機関の提供する正確な情報に基づき、冷静に行動していただきま
すようお願いいたします。


